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文化の薫るまちになあれ…
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◉♪おんがくであそぼう♪平成 26 年度開催予定日
　音楽を使って楽しく身体をさすったり，動かしたりしましょう！
❖対象　6 か月〜 2 歳の乳幼児とその保護者
❖日程　毎月第 2 木曜日（8 月は第 1 木曜日）

 4 月 10 日 5 月   8 日 6 月 12 日 7 月 10 日

 8 月   7 日 9 月 11 日 10 月   9 日 11 月 13 日

12 月 11 日 1 月   8 日 2 月 12 日 3 月 12 日

♥ひよこクラス（生後 6 か月〜 1 歳）　10:00 〜 11:00
♥うさぎクラス（1 歳〜 2 歳）　11:30 〜 12:30
❖ところ　文化会館 小ホール　　❖参加料　500 円（当日徴収）
❖持参するもの　バスタオル，キルトマットなど
❖申込方法　初めて参加される人は電話にて事前に申込み

◉第19 回 0歳からのファミリーコンサート
  休日昼下がりのティータイムコンサート vol.19

5月11日㊐❖とき
　ファミリーコンサート　　開場 10:30　開演 11:00
　ティータイムコンサート　開場 13:30　開演 14:00
❖ところ　文化会館 小ホール
❖演奏　川手 艶子（マリンバ）
※プログラムはコンサートによって変わります。
❖入場券　ファミリーコンサート　  500円（高校生以下は無料）
　　　　　ティータイムコンサート　800 円（飲み物・お菓子付き）
❖入場券販売開始日　4 月 2 日㈬
❖入場券販売所　文化会館，市民館，協働推進課

▶使用料
　消費税率が引き上げられる
ことに伴い，使用料を改定し
ます。

▶冷暖房使用料
　現在の冷暖房使用料は，使用
する施設の使用料に 20％を乗
じて得た額としていますが，4
月 1 日以降は使用する施設ごと
に，冷房・暖房それぞれ 1 時間
単位での料金となります。
　また，大ホールおよび楽屋 1
から 5 までのいずれかを同時に
使用する場合，または小ホール
および楽屋 1 を同時に使用する
場合は，楽屋の冷暖房使用料を
徴収しません。

※原則として，4 月 1 日以降
に申請・許可を受けた使用
分から適用されます。

4 月 1 日から文化会館の
使用料が変わります

アーティストBOX
の会員を募集しています

あなたも芸術・文化のまち山陽小野田の一員に！

　多くの市民のみなさんに気軽に文化に
触れていただけるよう，地元芸術家によ
って，“ アーティスト BOX” を創設し，
文化会館を拠点に，活動しています。更
なる活動と本市の文化向上のために，芸
術家集団 “ アーティスト BOX” の会員
を募集しています。

☆平成 25年度のアーティスト BOXの活動内容☆
　2月 20日から 23日まで，アーティストBOX会員の
創意による「第4回アートのたまてばこ」を文化会館小
ホールで開催しました。期間中は787人が訪れ，会場で
は，書，いけ花，絵画などの展示，歌や楽器演奏，日本
舞踊などのステージイベント，ジェルキャンドル体験な
ど，普段なかなか触れることができない芸術文化を身近
に感じてもらえたのではないでしょうか。アーティスト
BOXでは今後も，市民のみなさんに楽しく参加していた
だけるイベントを企画していきます。

❖対象　市内外で活動されている芸術家
※芸術分野は問いません。
❖申込方法　電話または FAX にて申込み ▲左から作品が展示された会場とお茶席，めずらしい楽器のコン

サートに聴き入る来場者，かわいらしい日本舞踊のようす。


